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                         高 情 審 答 申 第 ４ ９ 号 

                        平成２０年１２月２５日 

 

高松市長  大  西  秀  人  殿  

 

 

                     高松市情報公開審査会  

                     会長  藤  本  邦  人  

 

   行政文書の一部公開決定に関する異議申立てについて（答申）  

 

平成１９年６月１９日付け高庶第６２号により諮問のあった事案について，

次のとおり答申いたします。  

 

１  審査会の結論  

  実施機関（高松市長をいう。以下同じ。）が一部公開とした処分は相当で

あり，本件異議申立てを棄却すべきである。  

 

２  公開請求の内容および異議申立てに至る経過  

  異議申立人が実施機関に公開請求した行政文書の内容，それに対する実施

機関の決定および異議申立ての経過は次のとおりである。  

 【高庶第６２号の諮問に係るもの】  

本年５月７日に調印した「高松市長事務引継書」の全部  

 

 平成１９年  ５月  ８日：請求人からの公開請求を受付  

 平成１９年  ５月２２日：実施機関が公開決定等期間延長通知  

平成１９年  ６月  ５日：実施機関が一部公開の決定  

   平成１９年  ６月１１日：請求人からの異議申立書を受付  
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３  異議申立ての理由  

  異議申立人の主張は，次のとおりである。  

（１）  本件処分は，高松市情報公開条例（平成１２年高松市条例第３９号。

以下「条例」という。）の解釈・適用を誤った違法な処分であり，本件

処分を取り消し，全部公開をすべきである。  

（２）  本件「決定通知書」に記載している「公開しない理由」は，条例の非

公開事由に該当しない。  

（３）  本件「決定通知書」の「公開しない理由」には，適法に処分理由が明

示されていないので，高松市行政手続条例８条に違反し，本件処分は無

効である。  

 

４  実施機関が非公開とした理由  

実施機関が非公開理由書において主張している本件処分の理由は，概ね次

のとおりである。  

    平成１９年５月１日をもって前市長の任期が満了し，同月２日に大西市長

が就任したことから，地方自治法施行令１２３条および１２４条に基づき，

市長事務引継書を作成し，同月７日に事務引継ぎを行った。対象行政文書は

高松市長事務引継書であり，以下，非公開部分を整理した。  

公開しない部分  公開しない理由  条例該当条項 

５２ページおよび９
３ページ，健康福祉
部のこくぶんじ荘に
係る事項または事業
名の一部  

本市の施策の見直しに関する検討段階
における情報であり，公にすることに
よって不当に市民の間に混乱を生じさ
せるおそれがあるため  

７条４号  

５２ページ健康福祉
部の老人福祉センタ
ー奥の湯温泉に係る
事項または事業名の
一部  

本市の施策の見直しに関する検討段階
における情報であり，公にすることに
よって不当に市民の間に混乱を生じさ
せるおそれがあるため  

７条４号  

７０ページ中，内部
検討機関の協議内容  

本市の施策の見直しに関する検討段階
における情報であり，公にすることに
よって不当に市民の間に混乱を生じさ
せるおそれがあるため  

７条４号  

９３ページ中，現段
階までの経過の概要
のうち，未決定の検
討内容  

本市の施策の見直しに関する検討段階
における情報であり，公にすることに
よって不当に市民の間に混乱を生じさ
せるおそれおよび特定の者に不当に利
益を与えるおそれがあるため  

７条４号  

９３ページ中，平成
１９年度としての措
置の内容（市として

本市の施策の見直しに関する検討段階
における情報であり，公にすることに
よって不当に市民の間に混乱を生じさ

７条４号  
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公開しない部分  公開しない理由  条例該当条項 

の意思決定過程の情
報）  

せるおそれおよび特定の者に不当に利
益を与えるおそれがあるため  

９３ページ中，平成
２０年度以降の計画
見通しおよび意見の
内容（市としての意
思決定過程の情報）  

市の政策に関する検討または協議段階
における情報が含まれており，公にす
ることにより，不当に市民の間に混乱
を生じさせるおそれがあるため  

７条４号  

９５ページ市単独事
業の国・県補助事業
にあわせた見直しの
項中，未決定の検討
内容  

本市の施策の見直しに関する検討段階
における情報であり，公にすることに
よって不当に市民の間に混乱を生じさ
せるおそれがあるため  

７条４号  

９６ページ中，未決
定の検討内容  

本市の施策に関する検討段階における
情報であり，公にすることによって不
当に市民の間に混乱を生じさせるおそ
れおよび特定の者に不当に利益を与え
るおそれがあるため  

７条４号  

９８ページ中，平成
１９年度としての措
置および平成２０年
度以降の計画見通し
および意見の内容  

本市の施策に関する検討段階における
情報のほか本市の交渉に関する情報が
含まれており，公にすることによって
不当に市民の間に混乱を生じさせるお
それおよび特定の者に不当に利益を与
えるおそれ，また，今後の事業の適正
な遂行に支障を及ぼすおそれがあるた
め  

７条４号およ
び５号  

１１５ページ現在ま
での経過の概要中，
事業の全体事業費  

全体事業費については予算措置がされ
たものではなく，公にすることにより
今後の本市の事務事業の適正な遂行に
支障を及ぼすおそれがあるため  

７条４号  
 

１２６ページ平成１
９年度としての措置
中，補正予定額  

本市の施策に関する検討段階における
情報であり，公にすることにより不当
に市民の間に混乱を生じさせるおそれ
があるため  

７条４号  

１２６ページ平成２
０年度以降の計画見
通しおよび意見中，
合計経費の額  

全体事業費については予算措置がされ
たものではなく，公にすることにより
今後の本市の事務事業の適正な遂行に
支障を及ぼすおそれがあるため  

７条４号  

１２７ページ平成２
０年度以降の計画見
通しおよび意見中，
合計経費の額  

全体事業費については予算措置がされ
たものではなく，公にすることにより
今後の本市の事務事業の適正な遂行に
支障を及ぼすおそれがあるため  

７条４号  

１３２・１３３ペー
ジ中，平成１９年度
としての措置および
平成２０年度以降の
計画見通しおよび意
見中，協議中もしく
は検討中の内容  

本市の施策に関する協議段階における
情報であり，公にすることにより関係
者 間 の 率 直 な 意 見 の 交 換 の 妨 げ と な
り，市民の間に混乱を招くおそれがあ
るため  

７条４号  

１３４ページ平成１
９年度としての措置
中，平成２０年度以
降の計画見通しおよ
び意見中，検討中の
内容  

本市の新たな施策に関する検討段階に
おける情報であり，公にすることによ
り関係者に対して誤解を与えるおそれ
や，市民の間に混乱を招くおそれがあ
るため  

７条４号  

１４４ページから１
４９ページまで，お
よび１５２ページの

新規事業として予算措置がされておら
ず，事前に事業内容が公になると意思
決定の中立性が不当に損なわれるおそ

７条４号  
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公開しない部分  公開しない理由  条例該当条項 

平成２０年度以降の
計画見通しおよび意
見中，２０年度以降
の事業の計画内容  

れや，不当に市民の間に混乱を生じさ
せるおそれがあるため  

１４５ページ平成１
９年度としての措置
中，未決定の事業内
容  

新規事業として予算措置がされておら
ず，事前に事業内容が公になると意思
決定の中立性が不当に損なわれるおそ
れや，不当に市民の間に混乱を生じさ
せるおそれがあるため  

７条４号  

１５３ページ平成１
９年度としての措置
中，未決定の事業内
容  

新規事業として予算措置がされておら
ず，事前に事業内容が公になると意思
決定の中立性が不当に損なわれるおそ
れや，不当に市民の間に混乱を生じさ
せるおそれがあるため  

７条４号  

１５３ページ中，平
成２０年度以降の計
画見通しおよび意見
中，未決定の事業内
容  

新規事業として予算措置がされておら
ず，事前に事業内容が公になると意思
決定の中立性が不当に損なわれるおそ
れや，不当に市民の間に混乱を生じさ
せるおそれがあるため  

７条４号  

１５７ページ中，平
成２０年度以降の計
画見通しおよび意見
中，平成２０年度以
降の事業費  

事業費については予算措置がされたも
のではなく，公にすることにより今後
の本市の事務事業の適正な遂行に支障
を及ぼすおそれがあるため  

７条４号  

１５８ページ平成１
９年度としての措置
中，検討中の事業内
容  

本市の施策に関する検討または協議段
階における情報であり，公にすること
によって不当に市民の間に混乱を生じ
させるおそれおよび特定の者に不当に
利益を与えるおそれがあるため  

７条４号  

１６１ページ中，平
成２０年度以降の計
画見通しおよび意見
中，事業費関係  

事業費については予算措置がされたも
のではなく，公にすることにより今後
の本市の事務事業の適正な遂行に支障
を及ぼすおそれがあるため  

７条４号  

１６４ページ平成１
９年度としての措置
中，未決定の地元負
担予定金額  

地元負担予定金額については予算措置
がされたものではなく，公にすること
により今後の本市の事務事業の適正な
遂行に支障を及ぼすおそれがあるため  

７条４号  

１７０ページ平成１
９年度としての措置
中，未決定の事業内
容および２０年度以
降の計画見通しおよ
び意見中，未決定の
内容  

本市の施策に関する検討段階における
情報であり，公にすることによって不
当に市民の間に混乱を生じさせるおそ
れおよび特定の者に不当に利益を与え
るおそれがあるため  

７条４号  

１７１ページ現在ま
での経過の概要中，
個人名等  

特定の個人を識別することができる情
報であって，公にすることによって個
人の権利利益を害するおそれがあるた
め  

７条１項  

１７２ページ中，未
決定の事業内容  

新規事業として予算措置がされておら
ず，事前に事業内容が公になると意思
決定の中立性が不当に損なわれるおそ
れや，不当に市民の間に混乱を生じさ
せるおそれがあるため  

７条４号  

１７５ページから１
７７ページまでおよ
び１７９ページ平成
２０年度以降の計画

事業費については予算措置がされたも
のではなく，公にすることにより今後
の本市の事務事業の適正な遂行に支障
を及ぼすおそれがあるため  

７条４号  
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公開しない部分  公開しない理由  条例該当条項 

見 通 し お よ び 意 見
中，事業費  
１８５ページ中，平
成２０年度以降の計
画見通しおよび意見
中，協議中もしくは
検討中の内容  

本市の施策に関する検討または協議段
階における情報であり，公にすること
により不当に市民の間に混乱を生じさ
せるおそれがあるため  

７条４号  

１８６ページ中，平
成２０年度以降の計
画見通しおよび意見
中，協議中もしくは
検討中の内容  

本市の施策に関する検討または協議段
階における情報であり，公にすること
により不当に市民の間に混乱を生じさ
せるおそれがあるため  

７条４号  

２０５ページ中，平
成２０年度末から平
成２２年度末までの
耐震化率  

本市の施策に関する検討または協議段
階における情報であり，公にすること
により不当に市民の間に混乱を生じさ
せるおそれがあるため  

７条４号  

２０６ページ中，平
成２０年度以降の計
画見通しおよび意見
中，年度別の増築予
定  

本市の施策に関する検討または協議段
階における情報であり，公にすること
により不当に市民の間に混乱を生じさ
せるおそれがあるため  
事 業 と し て 予 算 措 置 が な さ れ て お ら
ず，事前に着手内容が公になると，意
思決定の中立性が不当に損なわれるお
それがあるため  

７条４号  

２０７ページ中，平
成２０年度以降の計
画見通しおよび意見
中，年度別の改修予
定  

本市の施策に関する検討または協議段
階における情報であり，公にすること
により不当に市民の間に混乱を生じさ
せるおそれがあるため  
事 業 と し て 予 算 措 置 が な さ れ て お ら
ず，事前に着手内容が公になると，意
思決定の中立性が不当に損なわれるお
それがあるため  

７条４号  

２０８・２０９ペー
ジ平成１９年度とし
ての措置中，校名に
関する検討内容  

本市の施策に関する検討または協議段
階における情報であり，公にすること
により不当に市民の間に混乱を生じさ
せるおそれがあるため  

７条４号  

２０８ページ平成２
０年度以降の計画見
通しおよび意見中，
開設までのスケジュ
ールの内容  

本市の施策に関する検討または協議段
階における情報であり，公にすること
により不当に市民の間に混乱を生じさ
せるおそれがあるため  

７条４号  

２０９ページ平成２
０年度以降の計画見
通しおよび意見中，
平成２０年度以降の
計画および県との協
議内容  

本市の施策に関する検討または協議段
階における情報であり，公にすること
により不当に市民の間に混乱を生じさ
せるおそれがあるとともに，交渉の相
手方に市の内部方針を公表することに
なり，事業の適正な執行に支障を生ず
るため  

７条４号  

２１０ページ平成１
９年度としての措置
中，組織に関する検
討内容  

本市の施策に関する検討または協議段
階における情報であり，公にすること
により不当に市民の間に混乱を生じさ
せるおそれがあるため  

７条４号  

２１２ページ平成１
９年度としての措置
中，未決定の事業計
画  

本市の施策に関する検討または協議段
階における情報であり，公にすること
により不当に市民の間に混乱を生じさ
せるおそれがあるため  

７条４号  

２１２ページ平成２ 本市の施策に関する検討または協議段 ７条４号  



 

 6 

公開しない部分  公開しない理由  条例該当条項 

０年度以降の計画見
通しおよび意見中，
未決定のスケジュー
ル  

階における情報であり，公にすること
により不当に市民の間に混乱を生じさ
せるおそれがあるため  

２１３ページ平成１
９年度としての措置
中，対応策の検討内
容  

本市の施策に関する検討または協議段
階における情報であり，公にすること
により不当に市民の間に混乱を生じさ
せるおそれがあるため  

７条４号  

２１３ページ平成２
０年度以降の計画見
通しおよび意見中，
２０年度以降の計画  

本市の施策に関する検討または協議段
階における情報であり，公にすること
により不当に市民の間に混乱を生じさ
せるおそれがあるため  

７条４号  

２１９ページ平成２
０年度以降の計画見
通しおよび意見中，
スケジュールおよび
総事業費  

本市の施策に関する検討または協議段
階における情報であり，公にすること
により不当に市民の間に混乱を生じさ
せるおそれがあるため  
事 業 と し て 予 算 措 置 が な さ れ て お ら
ず，事前に着手内容が公になると，意
思決定の中立性が不当に損なわれるお
それがあるため  

７条４号  

２４２ページ平成１
９年度としての措置
中，未決定の内容  

新規事業として予算措置がされておら
ず，事前に事業内容が公になると意思
決定の中立性が不当に損なわれるおそ
れや，不当に市民の間に混乱を生じさ
せるおそれがあるため  

７条４号  

２４４ページ中，現
在までの検討過程に
係る部分  

本市の施策に関する検討段階における
情報であり，公にすることによって不
当に市民の間に混乱を生じさせるおそ
れがあるため  

７条４号  

２４５ページ中，現
在までの検討過程に
係る部分  

本市の施策に関する検討段階における
情報であり，公にすることによって不
当に市民の間に混乱を生じさせるおそ
れがあるため  

７条４号  

２４６ページ中，平
成２０年度以降の計
画見通しおよび意見
中，平成２０年度以
降の計画  

本市の施策に関する検討段階における
情報であり，公にすることによって不
当に市民の間に混乱を生じさせるおそ
れがあるため  

７条４号  

２５２ページ中，平
成２０年度以降の計
画見通しおよび意見
中，建替え協議およ
び耐用年限  

本市の施策に関する検討段階における
情報であり，公にすることによって不
当に市民の間に混乱を生じさせるおそ
れがあるため  

７条４号  

２５８ページ学校施
設改築事業の項平成
２０年度以降の計画
見 通 し お よ び 意 見
中，改築予定小学校
名  

本市の施策に関する検討または協議段
階における情報であり，公にすること
により不当に市民の間に混乱を生じさ
せるおそれがあるため  
事 業 と し て 予 算 措 置 が な さ れ て お ら
ず，事前に着手内容が公になると，意
思決定の中立性が不当に損なわれるお
それがあるため  

７条４号  

２５８ページ香南幼
稚園改築事業の項平
成１９年度としての
措置中，検討中の内
容  

本市の施策に関する検討または協議段
階における情報であり，公にすること
により不当に市民の間に混乱を生じさ
せるおそれがあるため  

７条４号  

２５８ページ香南幼 本市の施策に関する検討または協議段 ７条４号  
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公開しない部分  公開しない理由  条例該当条項 

稚園改築事業の項平
成２０年度以降の計
画見通しおよび意見
中，平成２０年度以
降のスケジュール  

階における情報であり，公にすること
により不当に市民の間に混乱を生じさ
せるおそれがあるため  
事 業 と し て 予 算 措 置 が な さ れ て お ら
ず，事前に着手内容が公になると，意
思決定の中立性が不当に損なわれるお
それがあるため  

２５８ページ塩江地
区小学校統合事業の
項平成１９年度とし
ての措置の内容  

本市の施策に関する検討または協議段
階における情報であり，公にすること
により不当に市民の間に混乱を生じさ
せるおそれがあるため  

７条４号  

２５８ページ塩江地
区小学校統合事業の
項平成２０年度以降
の計画見通しおよび
意見中，平成２０年
度以降のスケジュー
ル  

本市の施策に関する検討または協議段
階における情報であり，公にすること
により不当に市民の間に混乱を生じさ
せるおそれがあるため  

７条４号  

２６０ページ平成１
９年度としての措置
中，未決定の内容  

本市の施策に関する検討または協議段
階における情報であり，公にすること
により不当に市民の間に混乱を生じさ
せるおそれがあるため  

７条４号  

２６０ページ平成２
０年度以降の計画見
通しおよび意見の内
容  

本市の施策に関する検討または協議段
階における情報であり，公にすること
により不当に市民の間に混乱を生じさ
せるおそれがあるため  

７条４号  

２６２ページ中，香
川県との協議中の内
容  

香川県との協議段階における情報であ
り，公にすることにより意思決定の中
立性が不当に損なわれるおそれがある
ため  

７条４号  

２６３ページ現在ま
での経過の概要中，
香川県との協議中の
内容  

香川県との協議段階における情報であ
り，公にすることにより意思決定の中
立性が不当に損なわれるおそれがある
ため  

７条４号  

２６３ページ平成１
９年度としての措置
の内容（香川県との
協議中の内容）  

本市の施策に関する検討または協議段
階における情報であり，公にすること
により不当に市民の間に混乱を生じさ
せるおそれがあるため  

７条４号  

２６４ページ平成１
９年度としての措置
中，内部機関での協
議内容および香川県
との協議中の内容  

本市の施策に関する検討または協議段
階における情報であり，公にすること
により不当に市民の間に混乱を生じさ
せるおそれがあるとともに，交渉の相
手方に市の内部方針を公表することに
なり，事業の適正な執行に支障を生ず
るため  

７条４号およ
び５号  

２６５ページ平成２
０年度以降の計画見
通しおよび意見の内
容中，今後の予定  

本市の施策に関する検討または協議段
階における情報であり，公にすること
により不当に市民の間に混乱を生じさ
せるおそれがあるため  

７条４号  

２６６ページ平成１
９年度としての措置
中，未決定の内容  

本市の施策に関する検討または協議段
階における情報であり，公にすること
により不当に市民の間に混乱を生じさ
せるおそれがあるため  

７条４号  

２６６ページ平成２
０年度以降の計画見
通しおよび意見中，
今後の方針  

本市の施策に関する検討または協議段
階における情報であり，公にすること
により不当に市民の間に混乱を生じさ
せるおそれがあるため  

７条４号  
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公開しない部分  公開しない理由  条例該当条項 

２６８ページ中，平
成１９年度としての
措置の内容（市とし
ての意思決定過程の
情報）  

市の政策に関する検討または協議段階
における情報が含まれており，公にす
ることにより，不当に市民の間に混乱
を生じさせるおそれがあるため  

７条４号  

２６８ページ中，平
成２０年度以降の計
画見通しおよび意見
の内容（将来の計画
および市の内部の意
思決定過程の情報）  

市の政策に関する検討または協議段階
における情報が含まれており，公にす
ることにより，不当に市民の間に混乱
を生じさせるおそれがあるとともに，
交渉の相手方に市の内部方針を公表す
ることになり，事業の適正な執行に支
障を生ずるため  

７条４号およ
び５号  

 

５  審査会の判断  

当審査会は，実施機関の非公開理由および異議申立人の異議申立理由

を条例に照らして慎重に審査した結果，次のとおり判断する。  

    対象行政文書の高松市長事務引継書中の非公開部分は，市の施策の見直し

に係る検討段階の情報や，公にされていない事業費の情報であり，公開する

と意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあり，また，不当に市民の

間に混乱を生じさせ，今後の事務事業の遂行に支障を及ぼすおそれがあるこ

とから非公開相当である。  

 

よって，当審査会は，「１  審査会の結論」のとおり判断する。  
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６  審査処理経過  

   

年   月   日  

 

処   理   内   容  

 

平成１９年  ６月１９日  

 

 

諮問書受付  

 

 

平成２０年  ７月２４日  

 

実施機関からの非公開理由書受付  

 

平成２０年１０月２１日  

 

実施機関の非公開理由および争点の

審査  

 

平成２０年１２月２２日  

 

 

答申案審査  

    

平成２０年１２月２５日  

 

 

答申  

 


